
施策の柱2.1 市域全体の自然環境保全に向けた土地利用のルールづくり

目標5 
平成29年度（2017年度）までに自然環境の保全に関する条例を制定し、消失の危機にある自然環境を

保全していきます。 

【目標担当課：景観みどり課】 

目標6 
保全すべき地域の指定を行い、貴重な自然環境を有する地域を保全していきます。 

【目標担当課：景観みどり課】 

■目標5の進捗状況
・平成29年4月に「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」を施行しました。 

・条例に位置付けられた、保存樹林指定制度、保存樹木指定制度に基づき、市内のみどりの保全に対し助成しまし

た。 

・条例に位置付けられた市民緑地制度について、保存樹林・保存樹木の助成と併せて土地所有者に周知を図りまし

た。 

■目標6の進捗状況

テーマ2 市域全体の自然環境の保全・再生の仕組みづくり 

●指定及び位置づけ

コア地域 

・本計画において、自然環境上特に重要な地域を優先的に保全するため、「コア地域」として清水谷

（堤）、平太夫新田、赤羽根十三図、長谷（甘沼）、行谷、柳谷（芹沢）、柳島の7地域を位置付けてい

ます。 

特別緑地保全地区 

・平成24年3月に清水谷を指定しました。 

・平成28年3月に赤羽根字十三図周辺を指定しました。 

・「茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」（平成31年3月策定）で、指定候補地として

位置付けた2箇所（行谷と赤羽根斜面林）のうち、行谷を先行着手地区とすることがみどり審議会（※）

で了承されましたが、新型コロナウイルス感染症対策に重点をおいた市の事業実施方針に伴い、特

別緑地保全地区の指定に向けた活動を休止しています。 

保全配慮地区（※） 
・「茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」（平成31年3月策定）で、みどりの保全につ

いて重点的に配慮を加えるべき地区として位置付けています。 

緑化重点地区（※） 

・「茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」（平成31年3月策定）において、みどりの創

出について重点的に配慮を加えるべき地区として、従来の「茅ケ崎駅周辺緑化重点地区」と「茅ヶ崎

南東部緑化重点地区」の範囲を広げ、指定地区を市街化区域全体に広げました。 

保存樹林・保存樹木 

（重点施策13参照） 

・みどり豊かなまちづくりを推進するために、一定の基準を満たす樹林地、樹木を指定しています。 

・令和2年度末の保存樹林指定件数は28件（面積約35,200㎡）、保存樹木指定件数は19件です。 
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■概要

■令和２年度の取り組み
（1）自然環境を保全するための条例運用

＊事業費は該当する第4次実施計画事業全体の事業費を示すもので「具体的な取り組み内容」個別の事業費を示すものではありません。

（2）保全すべき地域の指定

＊事業費は該当する第4次実施計画事業全体の事業費を示すもので「具体的な取り組み内容」個別の事業費を示すものではありません。

（3）貴重な自然環境を有する地域の周知

＊事業費は該当する第4次実施計画事業全体の事業費を示すもので「具体的な取り組み内容」個別の事業費を示すものではありません。

自然環境評価調査の結果集計と
公表結果

・市ホームページ上で公開している「まっぷdeちがさ
き」で、指標種の位置情報等の調査結果を公表して
います。また、過去において実施した「自然環境評価
調査」の結果も併せて公表しています。

自然環境評価
調査業務

予算額【40千円】
決算額【0千円】

景観みどり課広報紙やホームページを通じた
周知

・自然環境の保全活動をされている市民団体が行う
保全活動や観察会を、市ホームページや広報紙など
で周知しました。
・ニュースレター「ちが咲き～みどりをさがしにでかけ
よう～」を発行し、市内の自然環境について周知しま
した。

自然環境評価調査の
コア地域における
保全管理の推進

予算額【876千円】
決算額【848千円】

観察会等の開催
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催できま
せんでした。

「茅ヶ崎市みどりの保全等に関す
る条例」に位置づけられたみどり
の保全地区制度の運用

・行谷の特別緑地保全地区の指定に向けた活動を
休止していることから、進展がありませんでした。

みどりの保全等に
関する条例の

運用事務

予算額【30,756千円】
決算額【22,623千円】

景観みどり課

具体的な取り組み 実施内容
第4次実施計画事業名

及び令和2年度事業費＊ 担当課

「茅ヶ崎市みどりの保全等に関す
る条例」の運用

みどりの保全等に
関する条例の

運用事務

予算額【30,756千円】
決算額【22,623千円】

景観みどり課

具体的な取り組み 実施内容
第4次実施計画事業名

及び令和2年度事業費＊ 担当課

・条例に位置付けられた保存樹林及び保存樹木指
定制度に基づき、市内のみどりの保全に対し助成す
るとともに、条例に位置付けられた市民緑地制度に
ついて、土地所有者の周知、提案を行いました。

重点施策
⑯　自然環境の保全に向けた条例の制定
⑰　保全すべき地域の指定

・市内の急速な都市化に伴い消失の危機にある自然環境を保全するための条例を制定します。
・貴重な自然環境を有する地域の確実な保全を図るため、「茅ヶ崎市みどりの基本計画」において位置づけた特別緑地保全地
区の指定候補地のほか、指定候補地周辺やその他の自然環境保全上重要な地域を保全すべき地域として指定します。

具体的な取り組み 実施内容
第4次実施計画事業名

及び令和2年度事業費＊ 担当課
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■成果・課題と評価

・引き続き、条例に位置付けられた保存樹林及び保存樹木指定制度に基づき、助成すると
ともに、条例に位置付けられた市民緑地制度について、土地所有者への周知、提案を行い
ました。

C

A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：取り組みなし（評価不能）

課題

・特別緑地保全地区指定候補地の先行着手地区を行谷とし、指定に向けた取り組みを進め
ていましたが、新型コロナウイルス感染対策に重点をおいた市の事業実施方針に伴い、活
動を休止しています。
・みどりの保全のため、「茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例」において位置づけた「みど
りの保全地区」の具体的な指定や、「みどりの管理団体」制度を活用することが必要です。

成果 評価

市ホームページ「まっぷdeちがさき」

で公開している「自然環境評価調査結果」
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■概要

■令和２年度の取り組み
（1）自然環境に関する情報共有と迅速な対応を行うための会議運営

＊事業費は該当する第4次実施計画事業全体の事業費を示すもので「具体的な取り組み内容」個別の事業費を示すものではありません。

■成果・課題と評価

重点施策 ⑱　自然環境庁内会議の効果的な運用

・貴重な自然環境を有する地域において土地利用の可能性が生じた場合に、関係各課が情報を持ち寄り、集約するとともに、情
報共有と迅速な対応を行います。
・会議では、必要に応じて学識経験者の協力や土地所有者、事業者等との協議についても検討し、貴重な自然環境を保全して
いくために、随時その場に応じた関係者が機動的に連携します。

定例会（月1回）、臨時会の開催
と市内の自然環境に関する課題
解決への検討・協議

土地利用行為に伴うみどり
の保全・創出に関する指導

事務

予算額【0千円】
決算額【0千円】

景観みどり課

具体的な取り組み 実施内容
第4次実施計画事業名
及び令和2年度事業費＊ 担当課

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面により
会議を開催しました。（開催回数2回〔9月、11月〕）

成果 評価

・自然環境庁内会議を書面会議にて開催し、河川の改修工事等、公共工事に関する情報
共有などを行うことができました。

C

A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：取り組みなし（評価不能）

課題

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自然環境庁内会議は当面は書面会議による開
催を基本としています。会議開催にあたっては、適切な情報共有、課題解決に向けた検討
ができるよう留意する必要があります。
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施策の柱2.2 生物多様性の保全方針の策定

目標7 
「（仮称）茅ヶ崎市生物多様性地域戦略」を令和2年度（2020年度）までに策定し、市域の生物多様性を

保全していきます。 

【目標担当課：景観みどり課】 

目標8 
生物多様性の保全･再生のためのガイドラインを令和2年度（2020年度）までに作成し、市民･事業者等

への周知を図っていきます。 

【目標担当課：景観みどり課】 

■目標7及び8の進捗状況
・平成31年3月に「茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」を策定しました。 

・平成31年3月に策定した「茅ヶ崎市みどりの基本計画 生物多様性ちがさき戦略」に生物多様性に配慮した緑化ガイ

ドラインの作成を位置づけました。 

「生物多様性」とは？

生物多様性とは、すべての生きものの「個性」と「つながり」であり、遺伝子の多様性、種の多様性、生態系

の多様性の３つのレベルがあります。生物多様性のたくさんの恵みによって、私たち人間を含む生きものの

「いのち」と「暮らし」が支えられています  

①生態系の多様性（たくさんの種類の自然環境があること）

③遺伝子の多様性（たくさんの個性があること）

同じ種であっても遺伝子は違います。 

遺伝子が多様にあることで、環境の変化や病気の蔓延等による絶

滅の可能性が低くなります。 

メダカ等の淡水魚は本来、生息する川の水系で遺伝子が異なりま

す（例：小田原メダカ（酒匂川水系）、藤沢メダカ（境川水系））。また、

ゲンジボタルは関東では4秒間隔で発光し、関西では2秒間隔で発

光します。 

②種の多様性（たくさんの種類の生きものがいること）
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■概要

■令和２年度の取り組み
（1）「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生物多様性ちがさき戦略」の協働による推進

＊事業費は該当する第4次実施計画事業全体の事業費を示すもので「具体的な取り組み内容」個別の事業費を示すものではありません。

（2）生物多様性に配慮した環境整備を促すためのガイドラインの作成

＊事業費は該当する第4次実施計画事業全体の事業費を示すもので「具体的な取り組み内容」個別の事業費を示すものではありません。

■成果・課題と評価

重点施策
⑲　生物多様性の現況調査と「（仮称）茅ヶ崎市生物多様性地域戦略」の策定
⑳　生物多様性の保全・再生のためのガイドラインの作成

・「（仮称）茅ヶ崎市生物多様性地域戦略」を策定し、協働によって推進します。策定にあたっては、自然環境評価調査の結果を
基礎データとした現況調査を市民参加により実施し、本市における生物多様性の現況や人との関わりの状況、取り組みの現状
等を把握します。
・公園や住宅地、街路樹等を含めた市内のみどりの保全・再生や、土地改変等の際に生物多様性に配慮した環境整備を促す
ためのガイドラインを作成します。
・定期的にモニタリング調査を実施し、適宜内容の見直しを図ります。

成果 評価

自然環境評価調査員養成講座
を通じた調査員の養成

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催できま
せんでした。

景観みどり課

生物多様性に係るガイドラインの
作成

・市ホームページ上で公開している「まっぷdeちがさ
き」で、指標種の位置情報等の調査結果を公表して
います。また、過去において実施した「自然環境評価
調査」の結果も併せて公表しています。

具体的な取り組み 実施内容

みどりの基本計画
推進事業

予算額【617千円】
決算額【330千円】

景観みどり課

・「茅ヶ崎市みどりの基本計画　生物多様性ちがさき
戦略」に生物多様性に配慮した緑化ガイドラインを作
成することを施策として位置付けました。具体的な内
容については、先進事例の情報収集の段階であり、
具体的な内容の検討までには至っておりません。

・生物多様性に係る緑化ガイドラインの作成の検討について、具体的な内容の検討を進める
ことができませんでした。

景観みどり課

第4次実施計画事業名
及び令和2年度事業費＊ 担当課

具体的な取り組み 実施内容
第4次実施計画事業名

及び令和2年度事業費＊ 担当課

自然環境評価調査の結果集計と
公表（再掲）

D

A：極めて順調に進んでいる
B：おおむね順調に進んでいる
C：ある程度進んでいる
D：あまり進んでいない
E：積極的な取り組みが必要
-：取り組みなし（評価不能）

課題

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、自然環境評価調査員養成講座は実施でき
ませんでした。
・市の財政状況が悪化するなか、自然環境評価調査を継続的に実施していくためには、緑
のまちづくり基金の使途を、これまでの緑地の取得及び維持管理のためだけでなく、他のみ
どり行政の施策に充てられるよう検討する必要があり、基金のあり方について、根拠条例の
改正も含めた検討を進める必要があります。

自然環境評価
調査業務

予算額【40千円】
決算額【0千円】
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